
                   

私
は
、
９
月
議
会
定
例
会
（
９
月
１
日
～
１５

日
）
で
「
８
月
豪
雨
災
害
対
策
及
び
対
応
つ
い

て
」
一
般
質
問
を
し
ま
し
た
。 

被
害
箇
所
及
び
被
害
額
は
ど
う
か 

市
民
部
長
は
「
土
砂
流
入
に
よ
る
破
損
、
床

上
・
床
下
浸
水
等
の
住
家
被
害
は
１
２
７
棟
、

小
屋
、
車
庫
、
作
業
場
、
事
務
所
等
へ
の
土
砂

流
入
、
浸
水
等
非
住
家
被
害
は
８７
棟
、
公
共
施

設
被
害
は
、
道
路
５４
路
線
９８
ヶ
所
、
河
川
３
ヶ

所
で
、
被
害
額
は
、
３
億
３
，
８
６
３
万
円
で

あ
る
。
農
地
・
農
業
用
施
設
の
被
害
は
、
農
地

２
９
４
ヶ
所
、
農
業
用
施
設
３
０
０
ヶ
所
で
被

害
額
は
２１
億
７
，
９
５
０
万
円
で
あ
る
。
林
業

施
設
の
被
害
は
、
３０
路
線
９４
ヶ
所
で
被
害
額
は

２
億
８
，
７
７
５
万
円
で
あ
る
。
農
作
物
被
害

は
、
水
稲
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
等
へ

の
浸
水
、
冠
水
、
土
砂
流
入
等
で
あ
り
、
被
害

面
積
は
約
８４
㏊
で
被
害
額
は
６
，
３
８
３
万
円

と
な
っ
て
い
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

災
害
復
旧
へ
の
対
応
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は 

市
民
部
長
は
「
住
家
被
害
に
つ
い
て
は
、
居

住
者
等
に
対
し
見
舞
金
の
支
給
、
応
急
復
旧
等

に
対
す
る
補
助
、
県
の
制
度
に
基
づ
く
支
援
金

交
付
に
よ
り
住
民
の
生
活
支
援
を
行
う
。
ま
た

市
道
等
公
共
土
木
施
設
、
農
地
・
農
業
用
施
設

林
業
施
設
に
つ
い
て
は
、
応
急
対
応
が
必
要
な

箇
所
は
予
備
費
で
対
応
し
、
被
災
規
模
が
大
き

い
箇
所
は
、
９
月
上
旬
に
測
量
調
査
設
計
等
業

務
委
託
の
発
注
、
そ
の
後
復
旧
工
法
の
検
討
を

行
い
、
災
害
査
定
設
計
書
を
作
成
す
る
予
定
で

あ
る
。
市
道
等
公
共
土
木
施
設
に
つ
い
て
は
、

９
月
下
旬
か
ら
、
農
地
・
農
業
用
施
設
に
つ
い

て
は
、
１１
月
上
旬
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
国
の

災
害
査
定
を
受
け
、
国
庫
補
助
事
業
に
よ
る
復

旧
事
業
に
取
組
む
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、

国
の
補
助
事
業
に
該
当
し
な
い
被
災
箇
所
の
内

市
道
等
公
共
土
木
施
設
、
農
地
・
農
業
用
施
設

そ
し
て
林
業
施
設
に
つ
い
て
は
、
市
の
単
独
事

業
及
び
単
独
補
助
事
業
で
復
旧
す
る
。
ま
た
、

農
作
物
被
害
に
つ
い
て
は
、
被
災
農
家
に
対
し

関
係
機
関
、
団
体
と
連
携
し
被
害
後
の
栽
培
技

術
対
策
に
つ
い
て
助
言
・
指
導
を
行
う
と
共
に

県
の
要
綱
に
定
め
る
基
準
被
害
額
を
超
え
る
こ

と
か
ら
、
県
の
農
作
物
等
の
生
産
継
続
に
向
け

た
支
援
を
見
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
電
気
柵
被

害
に
つ
い
て
は
、
電
気
柵
災
害
復
旧
支
援
を
検

討
し
て
い
る
。
ま
た
、
浸
水
被
害
の
あ
っ
た
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
保
育
施
設
に
つ
い
て

は
県
の
災
害
復
旧
費
補
助
金
に
よ
る
復
旧
を
見

込
ん
で
い
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

災
害
復
旧
対
応
の
体
制
整
備
は
ど
う
か 

市
民
部
長
は
「
各
行
政
区
長
な
ど
か
ら
情
報

提
供
を
い
た
だ
き
、
県
建
設
事
務
所
、
農
林
事

務
所
、
Ｊ
Ａ
等
と
連
携
し
、
パ
ト
ロ
ー
ル
や
被

害
調
査
に
取
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
今
後
の
災

害
対
応
の
事
務
の
増
加
に
備
え
、
災
害
事
務
経

験
が
豊
富
な
職
員
Ｏ
Ｂ
を
９
月
か
ら
２
名
雇
用

す
る
こ
と
に
し
た
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

私
は
「
さ
ら
な
る
応
援
体
制
を
図
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
質
問
し
ま
し
た
。 

 

総
務
部
長
は
「
今
後
災
害
査
定
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
が
、
班
編
成
に
お
い
て
技
術
者
や
事

務
職
が
何
名
必
要
な
の
か
、
関
係
各
課
と
調
整

し
て
い
る
。
市
で
対
応
で
き
な
い
と
き
は
他
に

応
援
を
求
め
る
こ
と
も
含
め
て
、
現
在
調
整
中

で
あ
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

小
災
害
対
応
と
相
談
体
制
は 

私
は
「
４
０
万
円
以
下
の
小
災
害
は
、
市
単

独
補
助
事
業
（
農
業
用
施
設
８
割
、
農
地
は
５

割
補
助
）
で
の
対
応
だ
が
、
複
数
箇
所
あ
る
方

は
、
自
己
負
担
額
が
大
変
で
あ
る
。
市
と
し
て

の
相
談
体
制
や
無
利
子
の
融
資
策
な
ど
検
討
し

て
い
る
の
か
」
と
質
問
し
ま
し
た
。 

副
市
長
は
「
本
庁
及
び
各
総
合
支
所
担
当
課

が
キ
チ
ン
と
対
応
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
。
今

後
災
害
査
定
が
確
定
す
る
と
小
規
模
災
害
で
の

複
数
箇
所
を
持
つ
方
の
負
担
額
も
明
確
に
な
る

の
で
、
こ
の
事
は
検
討
課
題
と
す
る
」
と
答
弁

し
ま
し
た
。 

土
砂
流
入
な
ど
に
よ
る
用
水
路
復
旧
は 

私
は
「
土
砂
流
入
な
ど
機
械
も
入
ら
な
い
用

水
路
の
復
旧
作
業
は
ど
う
す
る
の
か
。
水
稲
の

生
命
線
で
あ
る
用
水
路
の
復
旧
は
来
年
の
作
付

け
に
間
に
合
う
の
か
」
と
質
問
し
ま
し
た
。 

副
市
長
は
「
確
約
は
で
き
な
い
が
、
来
年
の

作
付
け
ま
で
間
に
合
う
よ
う
に
、
本
復
旧
が
難

し
い
場
合
は
仮
設
で
の
対
応
も
含
め
て
復
旧
工

法
を
検
討
す
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

仮
復
旧
工
事
の
予
定
箇
所
が
決
ま
る 

 

全
員
協
議
会
（
１０
月
４
日
）
で
、
以
下
の
４

箇
所
が
仮
復
旧
工
事
予
定
と
の
報
告
が
さ
れ
た 

・
三
ッ
山
堰
（
土
砂
撤
去
８
箇
所
） 

・
大
林
堰
（
土
砂
撤
去
、
仮
用
水
路
設
置
等
１５

箇
所
） 

・
本
木
上
堰
（
土
砂
撤
去
、
仮
用
水
路
設
置
等

７
箇
所
） 

・
御
神
料
堰
（
土
砂
撤
去
、
仮
用
水
路
設
置
等

７
箇
所
） 

事
業
費
、
４
，
４
４
０
万
円 

田
ん
ぼ
の
生
命
線
、
用
水
路
復
旧
を
来
春
ま
で
に 
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大林堰トンネル（1200m）に流

入した大量の土砂が堆積 

 



  

   

 
 

学
校
統
廃
合
、
な
ぜ
旧
市
町
村
枠
撤
廃
か 

問 

地
域
別
計
画
案
で
は
、
合
併
前
の
旧
市
町

村
単
位
を
越
え
て
統
廃
合
が
示
さ
れ
て
い
る
が

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
、 

教
育
長 

昨
年
２
月
の
全
員
協
議
会
に
は
、
地

域
設
定
を
検
討
す
る
視
点
と
し
て
「
原
則
と
し

て
合
併
前
の
市
町
村
の
範
囲
内
で
検
討
す
る
」

と
示
し
た
。
そ
の
後
、
庁
内
検
討
委
員
会
や
適

正
規
模
適
正
配
置
審
議
会
（
以
下
、
審
議
会
）

等
に
お
い
て
、
統
廃
合
の
基
と
な
る
児
童
生
徒

数
に
つ
い
て
は
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
内
容
で

検
討
す
べ
き
と
の
意
見
が
あ
り
検
討
を
行
い
、

結
果
よ
り
実
態
に
近
い
住
民
基
本
台
帳
の
児
童

生
徒
数
を
用
い
る
こ
と
で
、
学
校
の
小
規
模
化

の
進
展
、
複
式
学
級
の
増
加
等
の
課
題
が
顕
在

化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
昨
年
６
月
の
第
１０
回
審

議
会
に
お
い
て
「
市
町
村
の
区
域
を
越
え
る
統

合
の
必
要
性
」
を
検
討
の
視
点
に
加
え
、
以
後

論
点
整
理
を
経
て
、
今
年
６
月
第
１３
回
審
議
会

に
お
い
て
、
合
併
前
の
市
町
村
の
区
域
を
越
え

る
統
合
案
を
含
む
実
施
計
画
案
に
つ
い
て
了
承 

     

を
得
た
の
で
、
７
月
の
全
員
協
議
会
に
示
し
た 

問 

な
ぜ
合
併
前
の
市
町
村
単
位
を
踏
襲
で
き

な
か
っ
た
の
か
。 

教
育
長 

子
ど
も
達
の
学
び
を
大
切
に
す
る
事

が
教
育
の
原
点
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
、

こ
の
社
会
を
支
え
る
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、
よ

り
多
く
の
子
ど
も
達
の
意
見
を
聞
い
て
育
つ
、

自
分
の
意
見
を
主
張
し
て
育
つ
事
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
旧

市
町
村
の
区
域
を
ま
た
が
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

こ
は
喜
多
方
市
で
あ
る
の
で
、
塩
川
、
高
郷
、

山
都
、
熱
塩
加
納
と
分
離
し
た
所
で
は
な
い
。

喜
多
方
市
の
子
ど
も
達
を
育
て
る
た
め
に
は
あ

る
程
度
数
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

長
期
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
、
総
合
戦
略
の
検
証
は 

問 

第
２
期
総
合
戦
略
及
び
長
期
人
口
ビ
ジ
ョ

ン
第
２
版
で
は
、
希
望
出
生
率
を
２
・
０
７
と

し
て
い
る
。
こ
の
計
画
に
基
づ
く
小
中
学
校
統

廃
合
計
画
案
を
検
証
し
た
の
か
。 

教
育
長 

実
態
に
即
し
た
検
討
を
行
う
た
め
本

年
５
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
を
基
に
検

討
を
進
め
て
い
る
。 

問 

希
望
出
生
率
２･

０
７
を
掲
げ
、
そ
の
反
省

も
な
し
に
統
廃
合
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
れ
で

よ
い
の
か
。 

教
育
長 

当
初
の
基
本
方
針
は
長
期
人
口
ビ
ジ

ョ
ン
に
則
り
進
め
て
き
た
が
、
統
廃
合
は
子
ど

も
の
実
数
で
考
え
な
い
と
手
遅
れ
に
な
る
と
い

う
意
見
も
あ
り
、
住
民
基
本
台
帳
を
基
に
し
た 

・
私
の
主
張 

 

希
望
出
生
率
２･

０
７
に
向
け
若
者
定
住
な
ど

の
施
策
を
具
現
化
し
、
そ
の
上
で
統
廃
合
の
議

論
を
進
め
る
べ
き
で
順
序
が
逆
で
あ
る
。 

新
図
書
館
、
現
在
と
同
じ
広
さ
で
十
分
か 

問 

新
図
書
館
に
は
、
ど
の
よ
う
な
機
能
が
付

加
さ
れ
、
市
民
の
多
様
な
要
望
に
応
え
る
の
か 

教
育
部
長 

自
動
車
文
庫
の
移
動
図
書
館
に
よ

る
巡
回
や
研
究
会
の
奨
励
、
車
イ
ス
利
用
者
や

乳
幼
児
連
れ
の
保
護
者
に
利
用
し
や
す
い
ス
ペ

ー
ス
の
確
保
、
貸
出
し
・
返
却
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
を
検
討
し
市
民
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
た
い
。
そ
し
て
「
わ
が
ま
ち
喜

多
方
を
味
わ
え
る
特
色
の
あ
る
図
書
館
」
を
目

指
す
た
め
、
喜
多
方
市
の
偉
人
、
民
俗
資
料
、

遺
物
、
文
化
遺
産
に
つ
い
て
学
ぶ
コ
ー
ナ
ー
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
。 

問 

収
蔵
場
所
な
ど
を
確
保
の
た
め
に
は
、
現

在
の
１
，
５
０
０
㎡
で
は
十
分
な
広
さ
で
は
な

い
。
規
模
に
つ
い
て
も
再
考
す
る
の
か
。 

教
育
部
長 

資
料
収
集
は
厳
選
し
て
行
う
。
面

積
に
つ
い
て
は
現
状
を
考
え
て
い
る
。 

問 

そ
れ
で
は
、
現
在
の
図
書
館
を
移
す
だ
け

で
は
な
い
の
か
。
機
能
的
に
は
、
相
談
体
制
の

充
実
、
ま
た
、
収
蔵
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
現
状
の
面
積
で
は
十
分
で
は
な
い
が

ど
う
対
応
す
る
の
か
。 

教
育
部
長 

豊
富
な
図
書
資
料
を
保
存
し
市
民

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
図
書
館
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
も
検

討
す
る
の
で
、
図
書
館
を
移
す
だ
け
で
は
な
い

 

あ 
 

と 
 

が 
 

き 

◆
今
議
会
に
、
き
た
か
た
学
校
給
食
を
考
え
る
会

か
ら
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
ビ
レ
ッ
ジ
申
請
に
関
す
る

請
願
」
が
提
出
さ
れ
、
私
が
紹
介
議
員
と
し
て
、

９
月
議
会
で
提
案
理
由
の
説
明
を
し
ま
し
た
。
結

果
、
全
会
一
致
で
採
択
と
な
っ
た
の
で
今
後
市
が

具
体
的
に
ど
う
動
く
か
で
す
。
こ
の
国
の
構
想
に

関
し
て
、
私
も
３
月
議
会
一
般
質
問
で
取
り
上
げ

ま
し
た
が
、
そ
の
時
点
で
の
取
組
み
の
表
明
は
無

か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
全
会
一
致
な
の
で
重

さ
が
違
い
ま
す
。 

◆
創
造
喜
多
方
が
主
張
し
た
「
国
会
議
員
及
び
地

方
議
会
議
員
と
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
統

一
協
会
）
と
の
関
係
断
絶
を
求
め
る
意
見
書
」
は
、

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

◆
「
安
倍
元
首
相
の
『
国
葬
』
中
止
を
求
め
る
決

議
」
は
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。 

私
は
「
葬
儀
・
弔
い
は
本
来
宗
教
的
教
義
に
基

づ
く
行
為
で
あ
る
事
、
国
葬
令
は
明
治
憲
法
下
の

法
令
で
あ
り
、
現
憲
法
の
規
定
に
よ
り
１
９
４
７

年
に
失
効
し
て
い
る
事
、
政
府
は
、
国
の
儀
式
に

国
葬
を
含
む
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
法
的
根
拠
が

な
い
事
、
費
用
に
つ
い
て
も
、
予
備
費
か
ら
支
出

す
る
と
し
て
い
る
が
、
内
閣
は
予
備
費
の
使
い
道

を
決
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
憲
法
８３
条
に
は

「
国
の
財
政
を
処
理
す
る
権
限
は
国
会
の
議
決

に
基
づ
い
て
こ
れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
あ
る
事
を
理
由
に
賛
成
し
ま
し
た
。 

 結（ゆい）Ⅷ－１4 
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地
域
振
興
の
要
、
旧
市
町
村
に
学
校
存
続
を 

― 
「こ
こ
が
聞
き
た
い
」 

９
月
議
会
一
般
質
問 
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